
特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

15 介護保険資格管理事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特記事項

 評価実施機関名

土浦市長

 公表日

  令和3年11月30日

[平成31年１月　様式２]

　土浦市は，介護保険資格管理事務における特定個人情報ファイルの取扱
いにあたり，特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権
利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し，特定個人情報の漏えいその
他の事態を発生させるリスクを軽減させるために十分な措置を講じ，もって
個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。



＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 介護保険資格管理事務

 ②事務の概要

介護保険法に基づき介護保険業務を実施している。
①住民票に基づく被保険者の異動等及び年齢到達による資格の取得，喪失を管理している。
②世帯構成，世帯員の課税状況，被保険者の所得及び生保受給状況等を把握し保険料を賦課してい
る。
③要支援・要介護認定申請に応じて諸要件を調査し要支援・要介護認定をしている。
④世帯構成，世帯員の課税状況，被保険者の所得及び生保受給状況等を把握し自己負担を決定して
いる。　また，給付された実績の管理をしている。
⑤決定した保険料の徴収方法を管理し，期割を行う。
⑥普通徴収者に対して納付方法の選択（窓口，口座，コンビニ）ができるように環境整備をしている。
⑦納付データの消込処理を行い，未納状況を管理している。
⑧未納者に対して督促状を発行し，更なる未納者には催告等の滞納事務を行っている。

 ③システムの名称
介護保険システム，収納管理システム，滞納管理システム，口座管理システム，宛名管理システム，年
金集約システム，中間サーバー

 ２．特定個人情報ファイル名

１．介護資格ファイル　２．介護保険料ファイル　３．特別徴収ファイル　４．介護認定ファイル　５．介護補足給付ファイル
６．介護負担区分ファイル　７．給付実績ファイル　８．収納情報ファイル　９．滞納情報ファイル　１０．口座情報ファイル　１１．宛名情報
ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠
番号法第９条第１項　別表第１の６８の項（別表第1の主務省令で定める事務を定める命令第５０条第１
項第１号から第１４号及び同条第２項）
番号法第９条第２項の条例

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

 ①実施の有無 [ 実施する ]

 ②法令上の根拠

【情報照会】
番号法第１９条第８号　別表第２　９３の項（別表第２の主務省令で定める事務を定める命令第４６条第1
項第１号から第7号），９４の項（別表第２の主務省令で定める事務を定める命令第４７条第１項第１号か
ら第２３号）
【情報提供】
番号法第１９条第８号　別表第２　１の項，２の項（別表第２の主務省令で定める事務を定める命令第２
条第１項第２号，第３号及び第８号），３の項（別表第２の主務省令で定める事務を定める命令第３条第１
項第４号ロ及び第９号ハ），５の項（別表第２の主務省令で定める事務を定める命令第５条第１項第２
号），６の項（別表第２の主務省令で定める事務を定める命令第６条第１項第１号イ及び第５号ロ），８の
項（別表第２の主務省令で定める事務を定める命令第７条第１項第３号ニ），１１の項（別表第２の主務
省令で定める事務を定める命令第１０条第１項第３号ニ），１７の項（別表第２の主務省令で定める事務
を定める命令第１２の３条第１項第３号），２２の項（別表第２の主務省令で定める事務を定める命令第１
５条第１項第３号），２６の項（別表第２の主務省令で定める事務を定める命令第１９条第１項第１号レ及
び第２号から第６号），３０の項，３３の項（別表第２の主務省令で定める事務を定める命令第２２条の２
第１項第３号ロ），３９の項（別表第２の主務省令で定める事務を定める命令第２４条の２第１項第１号，
第３号ハ及び第７号イ），４２の項（別表第２の主務省令で定める事務を定める命令第２５条第１項第３号
ハ），４３の項（別表第２の主務省令で定める事務を定める命令第２５条の２第１項第７号），４６の項，５６
の２の項（別表第２の主務省令で定める事務を定める命令第３０条第１項第９号），５８の項（別表第２の
主務省令で定める事務を定める命令第３１条の２第１項第２号，第４号ハ及び第８号イ），６１の項（別表
第２の主務省令で定める事務を定める命令第３２条第１項第１号二，第２号二及び第３号），６２の項（別
表第２の主務省令で定める事務を定める命令第３３条第１項第６号），８０の項（別表第２の主務省令で
定める事務を定める命令第４３条第１項第３号ハ），８７の項（別表第２の主務省令で定める事務を定め
る命令第４４条第１項第１号レ及び第２号から第６号），９０の項，９３の項（別表第２の主務省令で定める
事務を定める命令第４６条第1項第１号から第7号），９４の項（別表第２の主務省令で定める事務を定め
る命令第４７条第１項第１号から第２３号），９５の項，９７の項（別表第２の主務省令で定める事務を定め

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 保健福祉部　高齢福祉課

 ②所属長の役職名 高齢福祉課長

 ６．他の評価実施機関





 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先
土浦市　総務部　総務課
茨城県土浦市大和町９－１
029-826-1111

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 連絡先
土浦市　保健福祉部　高齢福祉課
茨城県土浦市大和町９－１
029-826-1111



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）
2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

＜選択肢＞

＜選択肢＞

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か [ 1万人以上10万人未満 ]

 いつ時点の計数か 令和3年2月15日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ]

 いつ時点の計数か 令和3年2月15日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ]

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる



平成27年9月24日
特定個人情報の開示・訂正・
利用停止請求請求先

茨城県土浦市下高津１－２０－３５ 茨城県土浦市大和町９－１ 事後
請求先住所の変更によるもの
で重要な変更に当たらない

平成27年9月24日
特定個人情報ファイルの取扱
いに関する問合せ連絡先

茨城県土浦市下高津１－２０－３５ 茨城県土浦市大和町９－１ 事後
連絡先住所の変更によるもの
で重要な変更に当たらない

平成27年11月13日
個人番号の利用
法令上の根拠

別表第1の主務省令で定める事務を定める命令
第50条，番号法第9条第2項に基づく条例

事後
主務省令の改正によるもので
重要な変更に当たらない

平成27年11月13日
情報提供ネットワークシステム
による情報連携法令上の根拠

別表第2の主務省令で定める事務を定める命令
第46，47，2，3，6，19，25，30，32，33，43，44，

事後
主務省令の改正によるもので
重要な変更に当たらない

平成29年4月3日
評価実施機関における担当部
署

高齢福祉課長　中野　雅章 高齢福祉課長　佐野  善則 事後
所属長の変更によるもので重
要な変更に当たらない

令和1年6月30日
評価実施機関における担当部
署

高齢福祉課長　佐野  善則 高齢福祉課長 事後
表記の変更によるもので重要
な変更に当たらない

令和1年6月30日 Ⅳ　リスク対策 新様式への変更に伴う項目の追加 事後

令和3年2月15日
個人番号の利用
法令上の根拠

別表第1の主務省令で定める事務を定める命令
第50条，番号法第9条第2項に基づく条例

番号法第９条第１項　別表第１の６８の項（別表
第1の主務省令で定める事務を定める命令第５
０条第１項第１号から第１４号及び同条第２項）
番号法第９条第２項の条例

事後
主務省令の改正によるもので
重要な変更に当たらない

令和3年2月15日

４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携②法令上
の根拠

【情報照会】
番号法第１９条第７号　別表第２　９３の項（別表
第２の主務省令で定める事務を定める命令第４
６条第１号，第２号，第３号，第４号，第５号，第
６号，第７号及び第８号），９４の項（別表第２の
主務省令で定める事務を定める命令第４７条第
１号，第２号，第３号，第４号，第５号，第６号，
第７号，第８号，第９号，第１０号及び第１１号）
【情報提供】
番号法第１９条第７号　別表第２　１の項，２の
項（別表第２の主務省令で定める事務を定める
命令第２条第１号及び第５号），３の項（別表第
２の主務省令で定める事務を定める命令第３条
第１号及び第５号），４の項，６の項（別表第２の
主務省令で定める事務を定める命令第６条第１
号及び第４号），２６の項（別表第２の主務省令
で定める事務を定める命令第１９条第１号），３
０の項，３３の項，３９の項，４２の項（別表第２
の主務省令で定める事務を定める命令第２５条
第３号），４６の項，５６の２の項（別表第２の主
務省令で定める事務を定める命令第３０条），５
８の項，６１の項（別表第２の主務省令で定める
事務を定める命令第３２条第１号，第２号及び
第３号），６２の項（別表第２の主務省令で定め
る事務を定める命令第３３条），８０の項（別表
第２の主務省令で定める事務を定める命令第４
３条第３号），８３の項，８７の項（別表第２の主
務省令で定める事務を定める命令第４４条第１
号），９０の項，９４の項（別表第２の主務省令で
定める事務を定める命令第４７条第６号，第８号
及び第９号），９５の項，１１７の項

【情報照会】
番号法第１９条第７号　別表第２　９３の項（別表
第２の主務省令で定める事務を定める命令第４
６条第1項第１号から第7号），９４の項（別表第２
の主務省令で定める事務を定める命令第４７条
第１項第１号から第２３号）
【情報提供】
番号法第１９条第７号　別表第２　１の項，２の
項（別表第２の主務省令で定める事務を定める
命令第２条第１項第２号，第３号及び第８号），３
の項（別表第２の主務省令で定める事務を定め
る命令第３条第１項第４号ロ及び第９号ハ），５
の項（別表第２の主務省令で定める事務を定め
る命令第５条第１項第２号），６の項（別表第２
の主務省令で定める事務を定める命令第６条
第１項第１号イ及び第５号ロ），８の項（別表第２
の主務省令で定める事務を定める命令第７条
第１項第３号ニ），１１の項（別表第２の主務省
令で定める事務を定める命令第１０条第１項第
３号ニ），１７の項（別表第２の主務省令で定め
る事務を定める命令第１２の３条第１項第３
号），２２の項（別表第２の主務省令で定める事
務を定める命令第１５条第１項第３号），２６の
項（別表第２の主務省令で定める事務を定める
命令第１９条第１項第１号レ及び第２号から第６
号），３０の項，３３の項（別表第２の主務省令で
定める事務を定める命令第２２条の２第１項第
３号ロ），３９の項（別表第２の主務省令で定め
る事務を定める命令第２４条の２第１項第１号，
第３号ハ及び第７号イ），４２の項（別表第２の主
務省令で定める事務を定める命令第２５条第１
項第３号ハ），４３の項（別表第２の主務省令で
定める事務を定める命令第２５条の２第１項第
７号），４６の項，５６の２の項（別表第２の主務
省令で定める事務を定める命令第３０条第１項
第９号），５８の項（別表第２の主務省令で定め
る事務を定める命令第３１条の２第１項第２号，

事後
主務省令の改正によるもので
重要な変更に当たらない

４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携②法令上
の根拠

【情報照会】
番号法第１９条第７号　別表第２　９３の項（別表
第２の主務省令で定める事務を定める命令第４
６条第1項第１号から第7号），９４の項（別表第２
の主務省令で定める事務を定める命令第４７条
第１項第１号から第２３号）
【情報提供】
番号法第１９条第７号　別表第２　１の項，２の
項（別表第２の主務省令で定める事務を定める
命令第２条第１項第２号，第３号及び第８号），３
の項（別表第２の主務省令で定める事務を定め
る命令第３条第１項第４号ロ及び第９号ハ），５
の項（別表第２の主務省令で定める事務を定め
る命令第５条第１項第２号），６の項（別表第２
の主務省令で定める事務を定める命令第６条
第１項第１号イ及び第５号ロ），８の項（別表第２
の主務省令で定める事務を定める命令第７条
第１項第３号ニ），１１の項（別表第２の主務省
令で定める事務を定める命令第１０条第１項第
３号ニ），１７の項（別表第２の主務省令で定め
る事務を定める命令第１２の３条第１項第３
号），２２の項（別表第２の主務省令で定める事
務を定める命令第１５条第１項第３号），２６の
項（別表第２の主務省令で定める事務を定める
命令第１９条第１項第１号レ及び第２号から第６
号），３０の項，３３の項（別表第２の主務省令で
定める事務を定める命令第２２条の２第１項第
３号ロ），３９の項（別表第２の主務省令で定め
る事務を定める命令第２４条の２第１項第１号，
第３号ハ及び第７号イ），４２の項（別表第２の主
務省令で定める事務を定める命令第２５条第１
項第３号ハ），４３の項（別表第２の主務省令で

【情報照会】
番号法第１９条第８号　別表第２　９３の項（別表
第２の主務省令で定める事務を定める命令第４
６条第1項第１号から第7号），９４の項（別表第２
の主務省令で定める事務を定める命令第４７条
第１項第１号から第２３号）
【情報提供】
番号法第１９条第８号　別表第２　１の項，２の
項（別表第２の主務省令で定める事務を定める
命令第２条第１項第２号，第３号及び第８号），３
の項（別表第２の主務省令で定める事務を定め
る命令第３条第１項第４号ロ及び第９号ハ），５
の項（別表第２の主務省令で定める事務を定め
る命令第５条第１項第２号），６の項（別表第２
の主務省令で定める事務を定める命令第６条
第１項第１号イ及び第５号ロ），８の項（別表第２
の主務省令で定める事務を定める命令第７条
第１項第３号ニ），１１の項（別表第２の主務省
令で定める事務を定める命令第１０条第１項第
３号ニ），１７の項（別表第２の主務省令で定め
る事務を定める命令第１２の３条第１項第３
号），２２の項（別表第２の主務省令で定める事
務を定める命令第１５条第１項第３号），２６の
項（別表第２の主務省令で定める事務を定める
命令第１９条第１項第１号レ及び第２号から第６
号），３０の項，３３の項（別表第２の主務省令で
定める事務を定める命令第２２条の２第１項第
３号ロ），３９の項（別表第２の主務省令で定め
る事務を定める命令第２４条の２第１項第１号，
第３号ハ及び第７号イ），４２の項（別表第２の主
務省令で定める事務を定める命令第２５条第１
項第３号ハ），４３の項（別表第２の主務省令で

事後
法の改正によるもので重要な
変更に当たらない

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明


